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福
井
県
告
示
第
２
１
２
号

　
公

印
の

改
刻

お
よ

び
廃

止
を

し
た

の
で

、
福

井
県

公
印

規
則

（
昭

和
３

３
年

福
井

県
規

則
第

５
２

号
）

第
３

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日
　

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

改
刻

し
た

公
印

　
使

用
開

始
年

月
日

　
　

令
和

２
年

６
月

１
日

　
規

　
格

　
　

方
２

．
１

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル

　
印

　
影

　
　

福
井

県
立

一
乗

谷
朝

倉
氏

遺
跡

資
料

館
長

印

廃
止

し
た

公
印

　
廃

止
年

月
日

　
　

令
和

２
年

６
月

１
日

　
規

　
格

　
　

方
２

．
１

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル

　
印

　
影

　
　

福
井

県
立

一
乗

谷
朝

倉
氏

遺
跡

資
料

館
長

印

　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
３
号

　
肥

料
取

締
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
１

２
７

号
）

第
３

０
条

第
７

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
令

和
２

年
３

月
に

収
去

し
た

特
殊

肥
料

の
検

査
結

果
の

概
要

を
次

の
と

お
り

公
表

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

特
殊

肥
料

の
指

定
名

生
産

業
者

、
輸

入
業

者

も
し

く
は

販
売

業
者

ま

た
は

表
示

者

届
出

名

（
商

品
名

）

検
査

の
結

果

備
考

全
窒

素

（
％

）

全
り

ん
酸

（
％

）

全
加

里

（
％

）

炭
素

窒
素

比

水
分

（
％

）

そ
の

他

の
検

査

た
い

肥
藤

尾
　

逸
人

ふ
じ

お
パ

ワ
ー

堆
肥

1.6
0.8

1.0
23

57.1

告

　

示
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た
い

肥
前

田
　

重
信

ま
え

ち
ゃ

ん
の

堆
肥

1.7
2.2

2.7
25

64.5

分
析

値
は

現
物

当
た

り
の

数
値

で
あ

る
。

　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
４
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
３

０
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
土

地
改

良
区

の
定

款
変

更
を

認
可

し
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

土
地

改
良

区
の

名
称

認
可

年
月

日

福
井

足
羽

土
地

改
良

区
令

和
２

年
５

月
１

４
日

足
羽

酒
生

土
地

改
良

区
令

和
２

年
５

月
１

５
日

九
頭

竜
川

左
岸

用
水

土
地

改
良

区
令

和
２

年
５

月
１

５
日

　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
５
号

　
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
３

０
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
土

地
改

良
区

の
定

款
変

更
を

認
可

し
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

土
地

改
良

区
の

名
称

認
可

年
月

日

勝
山

市
土

地
改

良
区

令
和

２
年

５
月

８
日

大
野

市
土

地
改

良
区

令
和

２
年

５
月

８
日

大
野

東
部

土
地

改
良

区
令

和
２

年
５

月
８

日

　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
６
号

　
主

要
地

方
道

勝
山

丸
岡

線
の

下
記

区
間

に
お

い
て

、
道

路
改

良
工

事
に

伴
い

、
道

路
の

区
域

を
変

更
し

た
の

で
、

道
路

法
（

昭
和

２
７

年
法

律
第

１
８

０
号

）
第

１
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
な

お
、

こ
れ

を
表

示
し

た
図

面
は

、
福

井
県

庁
お

よ
び

奥
越

土
木

事
務

所
に

お
い

て
、

令
和

２
年

５
月

２
６

日
か

ら
２

０
日

間
一

般
の

縦
覧

に
供

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

道路種類

路線名

新旧別
区

　
間

幅
員

(単
位

:

ﾒｰﾄﾙ)

延
長

(単
位

:

ﾒｰﾄﾙ)
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主要地方道

勝山丸岡線

新

勝
山

市
荒

土
町

松
ヶ

崎
３

字
滝

ケ
原

１
７

番
２

か
ら

勝
山

市
荒

土
町

松
ヶ

崎
３

字
滝

ケ
原

５
番

１
ま

で

12.4

～129.1

104.0

旧

勝
山

市
荒

土
町

松
ヶ

崎
３

字
滝

ケ
原

１
７

番
２

か
ら

勝
山

市
荒

土
町

松
ヶ

崎
３

字
滝

ケ
原

５
番

４
ま

で

12.1

～33.7

104.0

　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
７
号

　
電

線
共

同
溝

の
整

備
等

に
関

す
る

特
別

措
置

法
（

平
成

７
年

法
律

第
３

９
号

）
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
電

線
共

同
溝

を
整

備
す

べ
き

道
路

を
指

定
し

た
の

で
、

同
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

道
路

種
類

路
線

名
区

　
間

一
般

国
道

１
５

８
号

大
野

市
蕨

生
１

３
５

字
船

頭
７

番
２

か
ら

大
野

市
蕨

生
１

３
５

字
船

頭
１

２

ま
で

の
上

り
線

お
よ

び
下

り
線

　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
８
号

　
急

傾
斜

地
の

崩
壊

に
よ

る
災

害
の

防
止

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
４

４
年

法
律

第
５

７
号

）
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
区

域
を

急
傾

斜
地

崩
壊

危
険

区
域

と
し

て
指

定
す

る
の

で
、

同
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
公

示
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
吉

崎
第

２
地

区
急

傾
斜

地
崩

壊
危

険
区

域

市
町

字
地

番

あ
わ

ら
市

吉
崎

一
丁

目
３

の
一

部
　

４
の

一
部

　
１

４
の

一
部

　
４

２
０

の
一

部
　

５
０

１
の

一

部
　

５
０

３
の

一
部

　
５

０
４

－
１

の
一

部
　

５
０

４
－

２
の

一
部

　
５

０
５

の
一

部
　

５
０

６
の

一
部

　
５

０
７

の
一

部
　

５
０

８
の

一
部

　
５

０
９

の
一

部
　

５
１

０
の

一
部

　
５

１
１

の
一

部
　

５
１

２
－

１
の

一
部

 

５
１

２
－

２
の

一
部

　
６

２
１

の
一

部
　

６
２

２
の

一
部

　
６

２
３

の
一

部

１
２

字
南

春
日

ノ
上

３
１

　
３

２
　

３
３

　
３

４
の

一
部

　
３

５
　

４
３

　
４

４
　

４
５

　
６

１
の

一
部

　
６

２

　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
９
号

　
水

防
警

報
を

行
う

河
川

の
指

定
（

平
成

１
７

年
告

示
第

５
３

８
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

し
、

令
和

２
年

５
月

２
６

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

「
　

　
　

　
（

左
岸

）
九

頭
竜

川
　

　
　

　
下

荒
井

橋
か

ら
下

流
国

土
交

通
大

臣
管

理
区

域
ま

で
　

　
　

　
（

右
岸

）
」

を「
　

　
　

　
（

左
岸

）
九

頭
竜

川
　

　
　

　
勝

山
市

下
荒

井
橋

か
ら

下
流

国
土

交
通

大
臣

管
理

区
域

ま
で

　
　

　
　

（
右

岸
）

」

に
改

め
、

「
　

　
　

（
左

岸
）

足
羽

川
　

　
　

　
福

井
市

蔵
向

橋
か

ら
日

野
川

合
流

点
ま

で
　

　
　

（
右

岸
）

」

を「
　

　
　

（
左

岸
）

足
羽

川
　

　
　

　
池

田
町

常
安

橋
か

ら
池

田
町

持
越

橋
ま

で
、

福
井

市
蔵

向
橋

か
ら

日
野

川
合

流
点

ま
で

　
　

　
（

右
岸

）
」

に
改

め
、

「
　

　
　

（
左

岸
）

小
浜

市
中

井
五

両
森

３
５

字
１

―
１

以
下

日
本

海
に

至
る

南
川

　
　

　
（

右
岸

）
小

浜
市

中
井

平
野

下
３

０
字

３
０

番
」

を「
　

　
　

（
左

岸
）

小
浜

市
中

井
五

両
森

３
５

字
１

―
１

以
下

日
本

海
に

至
る

南
川

　
　

　
（

右
岸

）
小

浜
市

中
井

平
野

下
３

０
字

３
０

番
以

下
日

本
海

に
至

る
」

に
改

め
、

「
　

　
　

（
左

岸
）

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
吉

野
３

５
字

１
８

番
１

か
ら

足
羽

川
合

流
点

ま
で

荒
川

　
　

　
（

右
岸

）
吉

田
郡

永
平

寺
町

松
岡

吉
野

１
２

字
１

８
番

１
」

を「
　

　
　

（
左

岸
）

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
吉

野
３

５
字

１
８

番
１

か
ら

足
羽

川
合

流
点

ま
で

荒
川

　
　

　
（

右
岸

）
吉

田
郡

永
平

寺
町

松
岡

吉
野

１
２

字
１

８
番

１
か

ら
足

羽
川

合
流

点
ま

で
」

に
改

め
、

「
　

　
　

（
左

岸
）

赤
根

川
　

　
　

　
飯

降
谷

川
合

流
点

か
ら

清
滝

川
合

流
点

ま
で

　
　

　
（

右
岸

）
」

を「
　

　
　

（
左

岸
）

赤
根

川
　

　
　

　
大

野
市

飯
降

谷
川

合
流

点
か

ら
清

滝
川

合
流

点
ま

で
　

　
　

（
右

岸
）

」

に
改

め
、

「
　

　
　

　
（

左
岸

）
鯖

江
市

 石
切

橋
か

ら
日

野
川

合
流

点
ま

で
浅

水
川

　
　

　
　

（
右

岸
）

福
井

市
 石

切
橋

」
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を「
　

　
　

　
（

左
岸

）
鯖

江
市

 石
切

橋
か

ら
日

野
川

合
流

点
ま

で
浅

水
川

　
　

　
　

（
右

岸
）

福
井

市
 石

切
橋

か
ら

日
野

川
合

流
点

ま
で

」

に
改

め
、

「
　

　
　

　
（

左
岸

）
三

方
郡

美
浜

町
中

寺
１

９
号

字
石

田
２

７
―

３
８

以
下

日
本

海
に

至
る

耳
川

　
　

　
　

（
右

岸
）

三
方

郡
美

浜
町

中
寺

２
号

字
欠

頭
４

―
２

」

を「
　

　
　

　
（

左
岸

）
三

方
郡

美
浜

町
中

寺
１

９
号

字
石

田
２

７
―

３
８

以
下

日
本

海
に

至
る

耳
川

　
　

　
　

（
右

岸
）

三
方

郡
美

浜
町

中
寺

２
号

字
欠

頭
４

―
２

以
下

日
本

海
に

至
る

」

に
改

め
、

「
　

　
　

　
（

左
岸

）
三

方
上

中
郡

若
狭

町
倉

見
２

号
辻

が
鼻

１
９

―
２

か
ら

三
方

湖
に

至
る

は
す

川
　

　
　

　
（

右
岸

）
三

方
上

中
郡

若
狭

町
成

願
寺

９
号

細
ヶ

前
２

５
―

１
」

を「
　

　
　

　
（

左
岸

）
三

方
上

中
郡

若
狭

町
倉

見
２

号
辻

が
鼻

１
９

―
２

か
ら

三
方

湖
に

至
る

は
す

川
　

　
　

　
（

右
岸

）
三

方
上

中
郡

若
狭

町
成

願
寺

９
号

細
ヶ

前
２

５
―

１
か

ら
三

方
湖

に
至

る
」

に
改

め
、

「
　

　
　

　
（

左
岸

）
佐

分
利

川
　

　
　

　
田

井
谷

川
合

流
点

か
ら

日
本

海
ま

で
　

　
　

　
（

右
岸

）
」

を「
　

　
　

　
（

左
岸

）
佐

分
利

川
　

　
　

　
大

飯
郡

お
お

い
町

田
井

谷
川

合
流

点
か

ら
日

本
海

ま
で

　
　

　
　

（
右

岸
）

」

に
改

め
、

「
　

　
　

　
（

左
岸

）
福

井
市

東
大

味
町

４
０

字
立

石
１

１
番

地
先

か
ら

日
野

川
合

流
点

ま
で

江
端

川
　

　
　

　
（

右
岸

）
福

井
市

東
大

味
町

３
９

字
味

味
吉

２
３

番
地

の
２

地
先

」

を「
　

　
　

　
（

左
岸

）
福

井
市

東
大

味
町

４
０

字
立

石
１

１
番

地
先

か
ら

日
野

川
合

流
点

ま
で

江
端

川
　

　
　

　
（

右
岸

）
福

井
市

東
大

味
町

３
９

字
味

味
吉

２
３

番
地

の
２

地
先

か
ら

日
野

川
合

流
点

ま
で

」

に
改

め
、

同
項

の
次

に
次

の
１

項
を

加
え

る
。

　
　

　
　

（
左

岸
）

井
の

口
川

　
　

　
　

敦
賀

市
三

味
線

川
合

流
点

か
ら

日
本

海
ま

で
　

　
　

　
（

右
岸

）

公

　

告

　
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
（

平
成

１
０

年
法

律
第

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
５

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

特
定

非
営

利
活

動
法

人
の

定
款

の
変

更
認

証
の

申
請

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

５
項

の
規

定
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
１

０
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

告
し

、
関

係
書

類
を

縦
覧

に
供

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

申
請

の
あ

っ
た

年
月

日

　
　

令
和

２
年

５
月

１
２

日

２
　

申
請

に
係

る
特

定
非

営
利

活
動

法
人

の
名

称
等

　
⑴

　
名

称

　
　

　
特

定
非

営
利

活
動

法
人

と
も

に

　
⑵

　
代

表
者

の
氏

名

　
　

　
南

部
　

尚
文

　
⑶

　
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地

　
　

　
福

井
県

福
井

市

　
⑷

　
定

款
に

記
載

さ
れ

た
目

的

　
　

 　
こ

の
法

人
は

、
よ

り
よ

い
生

き
方

を
願

い
、

地
域

で
生

活
す

る
介

護
・

援
助

が
必

要
な

高
齢

者
、

障
害

者
、

児
童

、
そ

の
家

族
に

対
し

て
、

そ
の

人
ら

し
い

生
活

が
お

く
れ

る
よ

う
、

福
祉

に
関

す
る

事
業

を
行

い
、

安
心

し
て

暮
ら

せ
る

地
域

社
会

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

３
　

縦
覧

に
供

す
る

期
間

お
よ

び
場

所
 

　
⑴

　
縦

覧
に

供
す

る
期

間

　
　

　
令

和
２

年
５

月
１

２
日

か
ら

令
和

２
年

６
月

１
１

日
ま

で

　
⑵

　
縦

覧
に

供
す

る
場

所

　
　

　
福

井
県

地
域

戦
略

部
県

民
活

躍
課

ふ
く

い
県

民
活

動
・

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

内

　
　

　
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
（

平
成

１
０

年
法

律
第

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
５

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

特
定

非
営

利
活

動
法

人
の

定
款

の
変

更
認

証
の

申
請

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

５
項

の
規

定
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
１

０
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

告
し

、
関

係
書

類
を

縦
覧

に
供

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

申
請

の
あ

っ
た

年
月

日

　
　

令
和

２
年

５
月

１
５

日

２
　

申
請

に
係

る
特

定
非

営
利

活
動

法
人

の
名

称
等

　
⑴

　
名

称

　
　

　
特

定
非

営
利

活
動

法
人

森
林

楽
校

・
森

ん
こ

　
⑵

　
代

表
者

の
氏

名

　
　

　
萩

原
　

茂
男

　
⑶

　
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地

　
　

　
福

井
県

大
飯

郡
お

お
い

町
名

田
庄

中
第

２
９

号
１

０
番

地
の

５

　
⑷

　
定

款
に

記
載

さ
れ

た
目

的
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こ

の
法

人
は

、
大

人
か

ら
子

ど
も

ま
で

幅
広

い
人

々
に

対
し

て
、

森
林

体
験

活
動

を
通

し
、

森
林

の
大

切
さ

を
伝

え
る

と
と

も
に

、
専

門
的

な
指

導
者

の
養

成
を

行
い

、
森

林
文

化
と

森
林

ビ
ジ

ネ
ス

の
普

及
に

努
め

、
持

続
可

能
な

森
林

育
成

・
山

村
づ

く
り

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

３
　

縦
覧

に
供

す
る

期
間

お
よ

び
場

所
 

　
⑴

　
縦

覧
に

供
す

る
期

間

　
　

　
令

和
２

年
５

月
１

５
日

か
ら

令
和

２
年

６
月

１
４

日
ま

で

　
⑵

　
縦

覧
に

供
す

る
場

所

　
　

　
福

井
県

地
域

戦
略

部
県

民
活

躍
課

ふ
く

い
県

民
活

動
・

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

内

　
　

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
を

実
施

す
る

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

）
第

４
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
⑴

　
調

達
を

す
る

業
務

の
名

称
お

よ
び

数
量

　
　

　
エ

ン
ド

ポ
イ

ン
ト

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

導
入

お
よ

び
ラ

イ
セ

ン
ス

提
供

・
保

守
業

務
　

一
式

　
⑵

　
業

務
の

仕
様

等

　
　

　
入

札
説

明
書

お
よ

び
仕

様
書

（
以

下
「

入
札

仕
様

書
等

」
と

い
う

。
）

に
よ

る
。

　
⑶

　
契

約
期

間

　
　

　
令

和
２

年
７

月
１

５
日

か
ら

令
和

７
年

３
月

３
１

日
ま

で
（

長
期

継
続

契
約

）

　
　

 　
こ

の
場

合
に

、
福

井
県

に
お

い
て

契
約

締
結

年
度

の
翌

年
度

以
降

の
歳

入
歳

出
予

算
の

当
該

金
額

に
つ

い
て

、
減

額
ま

た
は

削
除

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
こ

の
契

約
を

解
除

す
る

。

　
⑷

　
履

行
場

所

　
　

　
入

札
説

明
書

等
に

よ
る

。

２
　

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

　
 　

こ
の

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

る
者

は
、

特
定

調
達

契
約

（
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
係

る
競

争
入

札
の

参
加

資
格

（
以

下
「

資
格

」
と

い

う
。

）
に

つ
い

て
別

に
知

事
が

行
う

審
査

に
よ

り
認

定
を

受
け

た
者

（
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
ま

で

に
資

格
の

申
請

を
行

い
、

こ
の

入
札

に
係

る
特

定
調

達
契

約
の

締
結

の
日

ま
で

に
資

格
の

認
定

を
受

け

た
者

を
含

む
。

）
で

、
次

に
掲

げ
る

要
件

を
す

べ
て

満
た

す
も

の
と

す
る

。

　
⑴

 　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

２
２

年
政

令
第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

４
に

規
定

す
る

者
で

な
い

こ
と

。

　
⑵

　
入

札
の

日
に

お
い

て
現

に
県

の
指

名
停

止
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

　
⑶

 　
会

社
更

生
法

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

５
４

号
）

に
基

づ
く

更
生

手
続

開
始

の
申

立
て

、
お

よ
び

民
事

再
生

法
（

平
成

１
１

年
法

律
第

２
２

５
号

）
に

基
づ

く
再

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

な
さ

れ
て

い
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑷

 　
こ

の
入

札
に

併
せ

て
行

わ
れ

る
技

術
的

審
査

に
よ

り
、

こ
の

入
札

に
関

す
る

業
務

を
実

施
す

る
技

術
的

能
力

お
よ

び
体

制
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑸

 　
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
適

合
性

評
価

制
度

に
関

し
て

Ｉ
Ｓ

Ｍ
Ｓ

認
証

基
準

(Ｖ
ｅ

ｒ
２

．
０

)ま
た

は
Ｊ

Ｉ
Ｓ

Ｑ
２

７
０

０
１

(Ｉ
Ｓ

Ｏ
／

Ｉ
Ｅ

Ｃ
２

７
０

０
１

)の
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

の
認

証
を

受
け

て
い

る
こ

と
。

　
⑹

 　
福

井
県

の
す

べ
て

の
県

税
な

ら
び

に
消

費
税

お
よ

び
地

方
消

費
税

に
つ

い
て

未
納

の
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑺

 　
次

の
ア

か
ら

オ
ま

で
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。

　
　

ア
 　

役
員

等
（

個
人

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
者

を
、

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
そ

の
役

員
ま

た
は

そ
の

支
店

も
し

く
は

常
時

契
約

を
締

結
す

る
事

務
所

を
代

表
す

る
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
暴

力

団
員

（
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第
７

７
号

）

第
２

条
第

６
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
で

あ
る

者

　
　

イ
 　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

２
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

ま
た

は
暴

力
団

員
が

経
営

に
実

質
的

に
関

与
し

て
い

る
者

　
　

ウ
 　

役
員

等
が

自
己

、
自

社
も

し
く

は
第

三
者

の
不

正
の

利
益

を
図

る
目

的
ま

た
は

第
三

者
に

損
害

を
加

え
る

目
的

を
も

っ
て

、
暴

力
団

ま
た

は
暴

力
団

員
の

利
用

等
を

し
て

い
る

者

　
　

エ
 　

役
員

等
が

、
暴

力
団

も
し

く
は

暴
力

団
員

に
対

し
て

資
金

等
を

供
給

し
、

ま
た

は
便

宜
を

供
与

す
る

な
ど

直
接

的
も

し
く

は
積

極
的

に
暴

力
団

の
維

持
運

営
に

協
力

し
、

ま
た

は
関

与
し

て
い

る

者

　
　

オ
　

役
員

等
が

暴
力

団
ま

た
は

暴
力

団
員

と
社

会
的

に
非

難
さ

れ
る

べ
き

関
係

を
有

し
て

い
る

者

３
　

電
子

入
札

の
実

施

　
 　

入
札

に
係

る
入

札
参

加
資

格
の

確
認

申
請

お
よ

び
入

札
書

の
提

出
は

、
契

約
担

当
者

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
と

入
札

に
参

加
す

る
者

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
と

を
電

気
通

信
回

線
で

接
続

し
た

電

子
情

報
処

理
組

織
（

以
下

「
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
」

と
い

う
。

）
を

使
用

し
て

行
う

。

　
 　

な
お

、
や

む
を

得
な

い
事

由
に

よ
り

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

を
使

用
し

て
入

札
参

加
資

格
の

確
認

申
請

ま
た

は
入

札
書

の
提

出
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
者

は
、

入
札

手
続

に
支

障
が

な
い

場
合

に
限

り
、

契

約
担

当
者

の
承

認
を

得
て

、
紙

に
よ

る
入

札
参

加
確

認
申

請
書

ま
た

は
入

札
書

の
提

出
を

行
う

こ
と

が

で
き

る
。

４
　

資
格

の
確

認
に

関
す

る
事

項

　
 　

こ
の

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

申
請

書
（

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
様

式
。

な
お

、
契

約
担

当
者

の
承

認
を

得
て

、
紙

に
よ

る
申

請
書

ま
た

は
入

札
書

の
提

出
を

行
う

者
に

あ
っ

て
は

、
入

札

説
明

書
に

定
め

る
様

式
）

に
、

必
要

な
書

類
を

添
付

し
て

次
の

と
お

り
提

出
し

、
こ

の
入

札
に

係
る

業

務
に

関
し

福
井

県
の

技
術

的
審

査
を

受
け

、
資

格
の

確
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
⑴

　
申

請
書

等
の

提
出

期
間

　
　

　
令

和
２

年
５

月
２

６
日

（
火

）
９

時
か

ら
令

和
２

年
６

月
１

５
日

（
月

）
１

７
時

ま
で

　
⑵

　
申

請
書

等
の

提
出

方
法

　
　

ア
　

電
子

入
札

に
よ

り
こ

の
入

札
に

参
加

し
よ

う
と

す
る

者
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電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

を
使

用
し

て
送

信
す

る
こ

と
。

な
お

、
資

料
の

提
出

を
有

効
に

行
う

た
め

に
は

、
申

請
書

の
情

報
が

、
提

出
期

間
中

に
、

契
約

担
当

者
が

本
件

入
札

に
使

用
す

る
電

子
計

算

機
に

備
え

付
け

ら
れ

た
フ

ァ
イ

ル
に

記
録

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
　

　
 　

申
請

書
の

提
出

に
使

用
す

る
IC

カ
ー

ド
は

、
電

子
署

名
及

び
認

証
業

務
に

関
す

る
法

律
（

平

成
１

２
年

法
律

第
１

０
２

号
）

に
基

づ
き

主
務

大
臣

の
認

定
を

受
け

た
特

定
認

証
業

務
を

行
う

者

が
発

行
し

た
も

の
で

、
か

つ
福

井
県

物
品

等
入

札
参

加
資

格
者

名
簿

に
登

録
さ

れ
た

代
表

者
の

名

義
で

取
得

し
、

そ
の

IC
カ

ー
ド

情
報

を
福

井
県

の
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

利
用

者
登

録
し

た
も

の
と

す
る

。

　
　

イ
　

紙
入

札
に

よ
り

こ
の

入
札

に
参

加
し

よ
う

と
す

る
者

　
　

　
　

提
出

期
限

内
に

提
出

先
へ

直
接

持
参

ま
た

は
配

達
証

明
付

書
留

郵
便

に
よ

り
提

出
す

る
こ

と
。

５
　

入
札

書
の

提
出

方
法

、
提

出
期

間
お

よ
び

開
札

日
時

　
⑴

　
入

札
書

の
提

出
方

法

　
　

　
４

⑵
と

同
様

と
す

る
。

　
⑵

　
入

札
書

の
提

出
期

間

　
　

　
令

和
２

年
７

月
６

日
（

月
）

９
時

か
ら

令
和

２
年

７
月

７
日

（
火

）
１

６
時

ま
で

　
⑶

　
開

札
日

時

　
　

　
令

和
２

年
７

月
８

日
（

水
）

１
０

時

６
　

入
札

方
法

　
 　

落
札

者
の

決
定

に
当

た
っ

て
は

、
入

札
書

に
記

載
さ

れ
た

金
額

に
、

当
該

金
額

の
１

０
０

分
の

１
０

に
相

当
す

る
額

を
加

算
し

た
金

額
（

加
算

後
の

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

金
額

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の

端
数

金
額

を
切

り
捨

て
た

金
額

）
を

も
っ

て
落

札
金

額
と

す
る

の
で

、
入

札
参

加
者

は
、

消
費

税
お

よ

び
地

方
消

費
税

に
係

る
課

税
事

業
者

で
あ

る
か

免
税

事
業

者
で

あ
る

か
を

問
わ

ず
、

見
積

も
っ

た
契

約

希
望

月
額

の
１

１
０

分
の

１
０

０
に

相
当

す
る

金
額

を
入

札
書

に
記

載
す

る
こ

と
。

７
　

落
札

者
の

決
定

に
関

す
る

事
項

　
 　

こ
の

入
札

に
関

す
る

契
約

の
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

８
 　

契
約

条
項

を
示

す
場

所
、

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

な
ら

び
に

こ
の

入
札

に
関

す
る

問
合

せ
先

　
　

〒
９

１
０

－
８

５
８

０

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

　
　

福
井

県
地

域
戦

略
部

統
計

情
報

課
Ｉ

Ｃ
Ｔ

戦
略

室

　
　

電
話

　
０

７
７

６
－

２
０

－
０

２
６

７

９
　

そ
の

他

　
⑴

 　
こ

の
入

札
に

関
す

る
一

連
の

手
続

お
よ

び
契

約
に

関
す

る
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
お

よ
び

通
貨

　
　

　
日

本
語

お
よ

び
日

本
国

通
貨

と
す

る
。

　
⑵

　
入

札
保

証
金

お
よ

び
契

約
保

証
金

　
　

　
福

井
県

財
務

規
則

（
昭

和
３

９
年

福
井

県
規

則
第

１
１

号
）

の
規

定
に

よ
る

。

　
⑶

　
入

札
の

無
効

　
　

　
福

井
県

財
務

規
則

第
１

５
１

条
の

規
定

に
よ

る
。

　
⑷

　
契

約
書

作
成

の
要

否

　
　

　
要

　
⑸

　
暴

力
団

員
等

に
よ

る
不

当
介

入
を

受
け

た
場

合
の

措
置

　
　

ア
 　

受
注

者
は

、
福

井
県

暴
力

団
排

除
条

例
（

平
成

２
２

年
福

井
県

条
例

第
３

１
号

。
以

下
「

条
例

」
と

い
う

。
）

第
５

条
第

２
項

の
規

定
の

趣
旨

に
の

っ
と

り
、

暴
力

団
員

ま
た

は
暴

力
団

も
し

く

は
暴

力
団

員
と

密
接

な
関

係
を

有
す

る
者

に
よ

る
不

当
介

入
を

受
け

た
と

き
は

、
速

や
か

に
所

轄

の
警

察
署

に
届

出
を

行
う

と
と

も
に

、
捜

査
上

必
要

な
協

力
を

行
う

こ
と

。

　
　

イ
 　

ア
に

よ
り

、
警

察
署

に
届

け
出

た
と

き
は

、
そ

の
旨

を
速

や
か

に
発

注
者

に
報

告
す

る
こ

と
。

　
　

　
 　

な
お

、
上

記
ア

の
届

出
を

怠
っ

た
と

き
は

、
物

品
購

入
等

の
契

約
に

係
る

指
名

停
止

措
置

要
領

の
規

定
に

基
づ

く
、

指
名

停
止

等
の

措
置

を
講

じ
る

こ
と

が
あ

る
の

で
注

意
す

る
こ

と
。

　
⑹

 　
こ

の
公

告
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
入

札
に

関
し

て
必

要
な

事
項

は
、

入
札

説
明

書
等

に
よ

る
。

１
０

　
S
u
m

m
ary

　
⑴

　
N

atu
re an

d
 q

u
an

tity
 of th

e serv
ice to b

e req
u
ired

　
　

　
E

n
d
p
oin

t m
an

ag
em

en
t sy

stem
 im

p
lem

en
tation

, licen
se p

rov
ision

, m
ain

ten
an

ce

　
⑵

　
D

ate, tim
e of b

id
d
in

g

　
　

　
9:00A

.M
. 6th

 Ju
ly

 2020 - 4:00P
.M

. 7th
 Ju

ly
 2020

　
⑶

　
P
eriod

 of con
tract

　
　

　
D

ate of th
e con

tract to 31st M
arch

 2025

　
⑷

　
T

h
e p

lace for d
eliv

ery
 an

d
 con

tact for n
otice

　
　

 　
S
ta

tistics a
n
d
 in

fo
rm

a
tio

n
 d

iv
isio

n
, D

e
p
a
rtm

e
n
t o

f re
g
io

n
a
l stra

te
g
y
, F

u
k
u
i 

p
refectu

ral, 3-17-1, O
h
te, F

u
k
u
i city

, F
u
k
u
i p

refectu
re, 910-8580 Jap

an
.

　
　

　
T

el 0776-20-0267

　
　

　
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
（

平
成

１
０

年
法

律
第

９
１

号
）

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

永
平

寺
町

か
ら

意
見

を
聴

取
し

た
の

で
、

同
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

大
規

模
小

売
店

舗
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

ハ
ニ

ー
Ａ

Ｒ
Ｅ

Ｎ
Ａ

福
大

病
院

前
店

・
ウ

エ
ル

シ
ア

福
大

病
院

前
店

　
　

福
井

県
吉

田
郡

永
平

寺
町

松
岡

下
合

月
２

２
字

１
０

番
　

外
３

筆

２
 　

大
規

模
小

売
店

舗
を

設
置

す
る

者
の

氏
名

ま
た

は
名

称
お

よ
び

住
所

な
ら

び
に

法
人

に
あ

っ
て

は
代

表
者

の
氏

名

　
　

株
式

会
社

中
吉

商
店
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代
表

取
締

役
　

中
村

　
吉

秀

　
　

福
井

県
勝

山
市

本
町

一
丁

目
３

番
３

０
号

３
　

聴
取

し
た

意
見

の
概

要

　
　

【
廃

棄
物

等
の

保
管

に
つ

い
て

】

　
　

・
 　

施
設

に
つ

い
て

は
、

保
管

し
た

廃
棄

物
等

が
屋

外
に

飛
散

・
流

出
等

し
な

い
よ

う
に

対
処

す
る

こ
と

。

　
　

【
周

辺
へ

の
騒

音
対

策
に

つ
い

て
】

　
　

・
 　

店
舗

か
ら

発
生

す
る

騒
音

に
つ

い
て

は
、

早
朝

や
深

夜
に

お
け

る
車

両
の

出
入

り
や

荷
さ

ば
き

な
ど

の
作

業
音

が
周

辺
に

支
障

な
い

よ
う

に
対

処
す

る
こ

と
。

４
　

聴
取

し
た

意
見

の
縦

覧
場

所

　
⑴

　
福

井
県

福
井

市
大

手
三

丁
目

１
７

番
１

号

　
　

　
福

井
県

産
業

労
働

部
産

業
政

策
課

　
⑵

　
福

井
県

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
春

日
１

丁
目

４
番

地

　
　

　
永

平
寺

町
商

工
観

光
課

５
　

聴
取

し
た

意
見

の
縦

覧
期

間
お

よ
び

縦
覧

で
き

る
時

間
帯

　
⑴

　
縦

覧
期

間

　
　

　
公

告
の

日
か

ら
１

月
間

　
⑵

　
縦

覧
で

き
る

時
間

帯

　
　

　
午

前
８

時
３

０
分

か
ら

午
後

５
時

１
５

分
ま

で

　
　

　
河

合
二

日
市

土
地

改
良

区
か

ら
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
８

条
第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

者
が

令
和

２
年

４
月

１
５

日
に

役
員

を
退

任
し

た
旨

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
１

８
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

｡

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
　

住
　

　
　

所
　

理
　

事
　

古
市

　
英

治
　

福
井

市
二

日
市

町
４

１
－

８
０

理
　

事
　

五
十

嵐
清

美
　

福
井

市
二

日
市

町
２

８
－

４
８

理
　

事
　

礒
田

　
祐

治
　

福
井

市
二

日
市

町
３

５
－

３
３

理
　

事
　

寺
井

　
直

大
　

福
井

市
二

日
市

町
２

８
－

４
５

理
　

事
　

大
坂

　
幸

雄
　

福
井

市
二

日
市

町
２

８
－

４
７

監
　

事
　

寺
井

　
和

治
　

福
井

市
二

日
市

町
３

６
－

３

監
　

事
　

寺
井

　
道

博
　

福
井

市
二

日
市

町
３

６
－

６

　
　

　
九

頭
竜

川
左

岸
用

水
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

７
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
令

和
２

年
３

月
３

１
日

に
役

員
を

退
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
｡

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
　

住
　

　
　

所
　

理
　

事
　

杉
田

　
敏

和
　

福
井

市
波

寄
町

９
－

３
７

理
　

事
　

長
谷

川
忠

夫
　

福
井

市
波

寄
町

１
６

－
２

４

理
　

事
　

水
島

　
雅
禧

　
福

井
市

水
切

町
３

５
－

６
８

理
　

事
　

山
内

　
行

雄
　

福
井

市
木

下
町

３
－

６

理
　

事
　

田
端

　
秀

雄
　

福
井

市
小

野
町

１
４

－
５

４

理
　

事
　

浅
川

　
健

次
　

福
井

市
小

幡
町

９
－

３
甲

理
　

事
　

山
脇

　
儀

平
　

福
井

市
浜

島
町

７
－

４
６

理
　

事
　

小
林

　
秀

嗣
　

福
井

市
白

方
町

１
０

－
２

５

理
　

事
　

石
丸

治
左

衛
門

　
坂

井
市

三
国

町
米

納
津

６
－

１
１

１

理
　

事
　

道
辻

　
　

保
　

福
井

市
布

施
田

町
１

８
－

７

理
　

事
　

冨
澤

　
　

寛
　

福
井

市
黒

丸
城

町
１

４
－

８

理
　

事
　

齊
藤

　
光

雄
　

福
井

市
内

山
梨

子
町

３
－

６

理
　

事
　

中
垣

内
一

夫
　

福
井

市
江

上
町

３
８

－
１

１

理
　

事
　

谷
口

　
傳

作
　

福
井

市
御

所
垣

内
町

１
１

－
６

理
　

事
　

西
岡

　
得

雄
　

福
井

市
砂

子
田

町
１

８
－

１
３

理
　

事
　

宮
本

伊
佐

央
　

坂
井

市
三

国
町

西
野

中
２

３
－

５

理
　

事
　

秋
山

　
利

一
　

坂
井

市
三

国
町

山
岸

２
２

－
１

３

理
　

事
　

毛
利

　
　

告
　

坂
井

市
三

国
町

下
野

５
７

－
１

監
　

事
　

佐
藤

奥
右

衛
門

　
福

井
市

波
寄

町
１

１
－

１
２

監
　

事
　

堂
徳

　
正

昭
　

福
井

市
小

幡
町

１
０

－
６

９
－

１

監
　

事
　

大
島

　
文

治
　

坂
井

市
三

国
町

横
越

６
－

２
７

　
　

　
河

合
二

日
市

土
地

改
良

区
か

ら
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
８

条
第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

者
が

令
和

２
年

４
月

１
６

日
に

役
員

に
就

任
し

た
旨

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
１

８
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
　

住
　

　
　

所

理
　

事
　

古
市

　
英

治
　

福
井

市
二

日
市

町
４

１
－

８
０

理
　

事
　

五
十

嵐
清

美
　

福
井

市
二

日
市

町
２

８
－

４
８

理
　

事
　

礒
田

　
祐

治
　

福
井

市
二

日
市

町
３

５
－

３
３

理
　

事
　

寺
井

　
直

大
　

福
井

市
二

日
市

町
２

８
－

４
５

理
　

事
　

寺
井

　
和

治
　

福
井

市
二

日
市

町
３

６
－

３

監
　

事
　

寺
井

　
道

博
　

福
井

市
二

日
市

町
３

６
－

６



17　令和２年５月26日（火） 福 井 県 報 第 95 号

監
　

事
　

寺
井

　
明

広
　

福
井

市
二

日
市

町
３

０
－

９
―

１

　
　

　
九

頭
竜

川
左

岸
用

水
土

地
改

良
区

か
ら

、
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
）

第
１

８
条

第
１

７
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
者

が
令

和
２

年
４

月
１

日
に

役
員

に
就

任
し

た
旨

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
１

８
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
　

住
　

　
　

所

理
　

事
　

丸
池

　
正

博
　

福
井

市
波

寄
町

１
６

－
２

理
　

事
　

五
十

嵐
健

次
　

福
井

市
波

寄
町

９
－

４
１

理
　

事
　

鈴
木

　
　

薫
　

福
井

市
菖

蒲
谷

町
１

０
－

３
３

－
１

理
　

事
　

山
内

　
行

雄
　

福
井

市
木

下
町

３
－

６

理
　

事
　

田
端

　
秀

雄
　

福
井

市
小

野
町

１
４

－
５

４

理
　

事
　

浅
川

　
健

次
　

福
井

市
小

幡
町

９
－

３
甲

理
　

事
　

朝
山

　
恭

徳
　

福
井

市
深

坂
町

１
５

－
１

１

理
　

事
　

船
谷

　
重

則
　

福
井

市
白

方
町

１
３

－
２

理
　

事
　

村
上

伝
左

エ
門

　
坂

井
市

三
国

町
米

納
津

２
４

－
４

理
　

事
　

道
辻

　
保

　
福

井
市

布
施

田
町

１
８

－
７

理
　

事
　

浅
井

　
一

男
　

福
井

市
三

宅
町

２
１

－
５

理
　

事
　

齊
藤

　
光

雄
　

福
井

市
内

山
梨

子
町

３
－

６

理
　

事
　

中
垣

内
一

夫
　

福
井

市
江

上
町

３
８

－
１

１

理
　

事
　

片
川

　
秀

則
　

福
井

市
島

山
梨

子
町

１
７

－
３

２

理
　

事
　

西
岡

　
得

雄
　

福
井

市
砂

子
田

町
１

８
－

１
３

理
　

事
　

矢
原

　
忠

則
　

坂
井

市
三

国
町

横
越

６
－

１
０

理
　

事
　

宮
本

伊
佐

央
　

坂
井

市
三

国
町

西
野

中
２

３
－

５

理
　

事
　

毛
利

　
孝

治
　

坂
井

市
三

国
町

下
野

３
５

－
４

８

監
　

事
　

佐
藤

奥
右

衛
門

　
福

井
市

波
寄

町
１

１
－

１
２

監
　

事
　

北
村

　
洋

一
　

福
井

市
江

上
町

４
２

－
３

監
　

事
　

岩
倉

　
髙

広
　

坂
井

市
三

国
町

山
岸

２
２

－
４

２

監
　

事
　

木
原

　
俊

悟
　

坂
井

市
三

国
町

黒
目

１
８

－
２

２
－

１

　
　

　
勝

山
市

土
地

改
良

区
か

ら
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
８

条
第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

者
が

令
和

２
年

３
月

３
０

日
に

役
員

に
就

任
し

た
旨

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
１

８
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

　
杉

本
　

達
治

役
員

名
　

　
氏

　
　

名
　

　
住

　
　

　
所

理
　

事
　

　
西

村
　

誠
一

　
勝

山
市

野
向

町
深

谷
12-2-1

監
　

事
　

　
南

　
都

志
男

　
勝

山
市

平
泉

寺
町

岩
ヶ

野
8-23

　
　

　
県

営
土

地
改

良
事

業
の

工
事

が
完

了
し

た
の

で
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
１

３
条

の
３

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

地
区

名

　
　

小
浜

東
部

地
区

２
　

土
地

改
良

事
業

の
名

称

　
　

県
営

土
地

改
良

事
業

（
小

浜
東

部
地

区
　

農
業

用
用

排
水

施
設

（
中

山
間

地
域

総
合

整
備

）
事

業
）

３
　

工
事

完
了

年
月

日

　
　

令
和

２
年

３
月

２
７

日

　
　

　
測

量
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

８
８

号
）

第
３

９
条

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
１

４
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

令
和

２
年

５
月

１
３

日
に

国
土

交
通

省
近

畿
地

方
整

備
局

よ
り

公
共

測
量

の
実

施
に

つ
い

て
の

通
知

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

３
９

条
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

１
４

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

測
量

計
画

機
関

の
名

称

　
　

国
土

交
通

省
近

畿
地

方
整

備
局

２
　

作
業

の
種

類

　
　

公
共

測
量

（
数

値
撮

影
（

デ
ジ

タ
ル

）
、

数
値

地
形

図
作

成
）

３
　

作
業

の
期

間

　
　

令
和

２
年

３
月

１
４

日
か

ら
令

和
２

年
９

月
３

０
日

ま
で

４
　

作
業

の
地

域

　
　

（
自

）
福

井
県

あ
わ

ら
市

笹
岡

地
先

　
　

（
至

）
福

井
県

坂
井

市
丸

岡
町

玄
女

地
先

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
３
０
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
政

治
団

体
の

届
出

事
項

の
異

動
に

係
る

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

７
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日
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福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

異
　

動

年
月

日
政

治
団

体
の

名
称

代
表

者
の

氏
名

異
 動

 事
 項

異
　

動
　

内
　

容

新
旧

平
成

31年

4
月

1
日

奥
島

光
晴

後
援

会
宮

原
　

義
典

代
表

者
宮

原
　

義
典

虎
尾

　
冝

治

令
和

元
年

6
月

2
5
日

福
井

県
社

会
福

祉
政

治
連

盟
小

藤
　

幸
男

代
表

者
小

藤
　

幸
男

清
川

　
忠

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
３
１
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
１

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

政
治

団
体

の
解

散
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

解
散

年
月

日
政

治
団

体
の

名
称

代
表

者
の

氏
名

令
和

2年
5月

11日
拓

風
会

山
本

　
一

雄

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
３
２
号

　
福

井
市

選
挙

管
理

委
員

会
か

ら
、

公
職

選
挙

法
（

昭
和

２
５

年
法

律
第

１
０

０
号

）
第

１
６

１
条

第
１

項
第

３
号

に
規

定
す

る
個

人
演

説
会

等
の

施
設

の
指

定
を

取
り

消
し

た
旨

の
報

告
が

あ
っ

た
の

で
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

２
年

５
月

２
６

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

施
設

の
名

称
施

設
の

所
在

地
取

消
年

月
日

福
井

市
清

水
社

会
福

祉
セ

ン
タ

ー
福

井
市

小
羽

町
２

７
－

１
０

令
和

２
年

３
月

１
９

日

公
安
委
員
会
規
則

　
猟
銃
等
講
習
会
の
実
施
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　
令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長

　
野
口

　
正
人

福
井
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　
猟
銃
等
講
習
会
の
実
施
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　
猟
銃
等
講
習
会
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
井
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
は
、
廃

止
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
発

　
行

　
発
行
人

　
〒
九
一
〇

-

八
五
八
〇

　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号

　
福

　
井

　
県


